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成田市地域防災計画新旧対照表【震災対策計画】 

現行 改正案 

第１章 

第１節 災害応急活動体制 

１ 市職員の配備 

 （１）配備基準 

市内で地震を観測した場合、震度等の状況に応じて、職員は

以下の配備体制をとる。 

■市職員の配備基準 

配備種別 配備基準 災害対策本

部の設置 

警
戒
体
制 

警戒

配備 

○ 市内の震度が「５弱」を記録したとき

（自動配備） 

○ 気象庁が「東海地震注意情報」を発表

したとき 

○ 災害の発生その他の状況により市長が

必要と認めたとき 

災害対策本

部を設置せず

に、総務部長

指揮の下、平

常時での体制

で活動に当た

る。 

非 

常 

体 

制 

第１

配備 

○ 市内の震度が「５強」を記録したとき

（自動配備） 

○ 内閣総理大臣が東海地震における「警

戒宣言」を発表したとき 

○ 災害の発生その他の状況により本部長

が必要と認めたとき 

災害対策

本部を設置

し、本部長

指揮の下、

配備基準に

応じた配備

体制で活動

に当たる。 

 第１章 

第１節 災害応急活動体制 

１ 市職員の配備 

 （１）配備基準 

市内で地震を観測した場合、震度等の状況に応じて、職員は

以下の配備体制をとる。 

■市職員の配備基準 

配備種別 配備基準 災害対策本

部の設置 

警
戒
体
制 

警戒

配備 

○ 市内の震度が「５弱」を記録したとき

（自動配備） 

○ 災害の発生その他の状況により市長が

必要と認めたとき 

災害対策本

部を設置せず

に、総務部長

指揮の下、平

常時での体制

で活動に当た

る。 

非 
常 

体 

制 

第１

配備 

○ 市内の震度が「５強」を記録したとき

（自動配備） 

○ 災害の発生その他の状況により本部長

が必要と認めたとき 

災害対策

本部を設置

し、本部長

指揮の下、

配備基準に

応じた配備

体制で活動

に当たる。 
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現行 改正案 

 

第２

配備 

○ 市内の震度が「６弱」を記録したとき

（自動配備） 

○ 地震により市域で局地的災害が発生し

たとき 

○ 災害の発生その他の状況により本部長

が必要と認めたとき 

 

第３

配備 

○ 市内の震度が「６強」以上を記録した

とき（自動配備） 

○ 市内全域に大規模な災害が発生したと

き 

○ 災害の発生その他の状況により本部長

が必要と認めたとき 

 

 

  （略） 

 

３ 非常体制 

   （略） 

 （１）非常体制の配備 

非常体制の配備種別、活動内容、指揮者及び配備を要する

部署は、以下のとおりである。 

 

第２

配備 

○ 市内の震度が「６弱」を記録したとき

（自動配備） 

○ 地震により市域で局地的災害が発生し

たとき 

○ 災害の発生その他の状況により本部長

が必要と認めたとき 

 

第３

配備 

○ 市内の震度が「６強」以上を記録した

とき（自動配備） 

○ 市内全域に大規模な災害が発生したと

き 

○ 災害の発生その他の状況により本部長

が必要と認めたとき 

 

 

   （略） 

 

３ 非常体制 

   （略） 

 （１）非常体制の配備 

非常体制の配備種別、活動内容、指揮者及び配備を要す

る部署は、以下のとおりである。 
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現行 改正案 

※災害対策本部動員表は、市各部より報告を受けた「災害対策本部動

員計画」に基づき、対策本部事務局が作成し、職員に配布する（災

害対策本部の動員に関する詳細は、「共通編 第２章 第７節 １

（２）初動体制の確立」を参照のこと。）。 

 

 

 

 

 

    （略） 

 

 （４）災害対策本部の組織編成、事務分掌 

    （略） 

■災害対策本部の事務分掌 

区分 事務分掌 

配備種

別 
活動内容 

指揮

者 

動員対象職

員 

第１配

備 
（略） 

（略

） 
（略） 

第２配

備 
（略） 

（略

） 
（略） 

第３配

備 
（略） 

（略

） 
（略） 

※災害対策本部動員表は、市各部より報告を受けた「災害対策本部動

員計画」に基づき、対策本部事務局が作成し、職員に配布する（災

害対策本部の動員に関する詳細は、「共通編 第２章 第７節 １

（２）初動体制の確立」を参照のこと。）。 

※配備基準に照らして第１配備をとった場合、第１配備の中でローテ

ーションをしながら災害業務に従事すること。第２配備は第１配備

に対しての増員・増強であり、第１配備・第２配備で交互にローテ

ーションを組むものではないことに留意すること。 

 

    （略） 

 

 （４）災害対策本部の組織編成、事務分掌 

    （略） 

■災害対策本部の事務分掌 

区分 事務分掌 

配備種

別 
活動内容 

指揮

者 

動員対象職

員 

第１配

備 
（略） 

（略

） 
（略） 

第２配

備 
（略） 

（略

） 
（略） 

第３配

備 
（略） 

（略

） 
（略） 
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現行 改正案 

部事務

局共通 

（略） 

市各部

共通事

項 

（略） 

 
【部】 
◎部 長 
■部事務局 

構成課 事務分掌 

【対策本部事

務局】 

◎総務部長 

（略） （略） 

【総務部】 

◎総務部長 

■総務課 

（略） （略） 

【企画政策

部】 

◎企画政策部

長 

■企画政策課 

（略） （略） 

【財政部】 

◎財政部長 

■財政課 

（略） （略） 

【空港部】 

◎空港部長 

■空港地域振

興課 

（略） （略） 

【ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

部】 

◎ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

（略） （略） 

部事務

局共通 

（略） 

市各部

共通事

項 

（略） 

 
【部】 
◎部 長 
■部事務局 

構成課 事務分掌 

【対策本部事

務局】 

◎総務部長 

（略） （略） 

【総務部】 

◎総務部長 

■総務課 

（略） （略） 

【企画政策

部】 

◎企画政策部

長 

■企画政策課 

（略） （略） 

【財政部】 

◎財政部長 

■財政課 

（略） （略） 

【空港部】 

◎空港部長 

■空港地域振

興課 

（略） （略） 

【ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

部】 

◎ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

（略） （略） 
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現行 改正案 

部長 

■観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮ

ﾝ課 

【市民生活

部】 

◎市民生活部

長 

■市民課 

（略） ・住民の安否情報に関すること 

・災害相談窓口の設置に関するこ

と 

・防犯に関すること 

・要配慮者の支援に関すること 

・交通機関（鉄道・バス）との連

絡調整に関すること 

 

・交通規制及び道路情報の収集に

関すること 

・帰宅困難者・滞留者への情報提

供の補助に関すること 

・被災者台帳の作成・活用等に関

すること 

・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の埋葬（埋葬許可証の交

付）に関すること 

・避難所の開設・運営支援に関す

ること 

 

 

 

【環境部】 

◎環境部長 

■環境計画課 

（略） （略） 

部長 

■観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮ

ﾝ課 

【市民生活

部】 

◎市民生活部

長 

■市民課 

 

保険年金課 

市民協働課 

交通防犯課 

下総支所 

大栄支所 

 

・住民の安否情報に関すること 

・災害相談窓口の設置に関するこ

と 

・自治会等への情報提供に関する

こと 

・NPO 法人との連絡調整に関する

こと 

・防犯に関すること 

・要配慮者の支援に関すること 

・交通機関（鉄道・バス）との連

絡調整に関すること 

・交通規制及び道路情報の収集に

関すること 

・帰宅困難者・滞留者への情報提

供の補助に関すること 

・被災者台帳の作成・活用等に関

すること 

・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の埋葬（埋葬許可証の交

付）に関すること 

・避難所の開設・運営支援に関す

ること 

【環境部】 

◎環境部長 

■環境計画課 

（略） （略） 
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現行 改正案 

【福祉部】 

◎福祉部長 

■社会福祉課 

（略） （略） 

【健康こども

部】 

◎健康こども

部長 

■子育て支援

課 

（略） （略） 

【経済部】 

◎経済部長 

■商工課 

（略） （略） 

【土木部】 

◎土木部長 

■土木課 

（略） （略） 

【都市部】 

◎都市部長 

■都市計画課 

（略） （略） 

【水道部】 

◎水道部長 

■業務課 

（略） （略） 

【教育部】 

◎教育部長 

■教育総務課 

（略） （略） 

【消防本部】 

◎消防長 

■消防総務課 

（略） （略） 

【協力部】 （略） （略） 

【福祉部】 

◎福祉部長 

■社会福祉課 

（略） （略） 

【健康こども

部】 

◎健康こども

部長 

■子育て支援

課 

（略） （略） 

【経済部】 

◎経済部長 

■商工課 

（略） （略） 

【土木部】 

◎土木部長 

■土木課 

（略） （略） 

【都市部】 

◎都市部長 

■都市計画課 

（略） （略） 

【水道部】 

◎水道部長 

■業務課 

（略） （略） 

【教育部】 

◎教育部長 

■教育総務課 

（略） （略） 

【消防本部】 

◎消防長 

■消防総務課 

（略） （略） 

【協力部】 （略） （略） 
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現行 改正案 

◎会計管理者 

■会計室 

（略） 

 

 （６）災害対策本部の運営 

ア 災害対策本部の構成員 

    （略） 

   イ 本部員会議 

災害応急・復旧対策について協議するため、災害対策本部

室に本部員会議を招集する。 

    ① 本部員会議は、本部長、副本部長、本部長付及び災害応

急活動に当たる本部員で構成する。 

    ③ 本部長は、必要に応じて本部員会議を招集するものと

し、会議は、原則として災害対策本部室で開催する。 

    ③ 本部員会議には、本部員補佐、対策本部事務局員及び必

要により市各部の職員を伴って会議に出席することが

できる。 

（新設） 

 

    （略） 

 

４ 災害対応拠点設置予定場所 

◎会計管理者 

■会計室 

（略） 

 

 （６）災害対策本部の運営 

   ア 災害対策本部の構成員 

    （略） 

   イ 本部員会議 

災害応急・復旧対策について協議するため、災害対策本部

室に本部員会議を招集する。 

    ① 本部員会議は、本部長、副本部長、本部長付及び災害応

急活動に当たる本部員で構成する。 

    ③ 本部長は、必要に応じて本部員会議を招集するものと

し、会議は、原則として災害対策本部室で開催する。 

    ③ 本部員会議には、本部員補佐、対策本部事務局員及び必

要により市各部の職員を伴って会議に出席することが

できる。 

    ④ 本部長は、必要に応じて防災関係機関に対して、本部員

会議への出席を求める。 

    （略） 

 

４ 災害対応拠点設置予定場所 



8 

 

現行 改正案 

本部長は、市域及び周辺市町村の被災状況等を鑑みて、災害対

策本部が実施する災害応急活動の拠点場所を以下のとおり設置す

る。 

■災害対応拠点設置予定場所 

種 類 設置場所 備 考 

本部 

災害対策本部 

災害対策本部室：市庁

舎３階庁議室 

事務局：市庁舎 401・

402 会議室 

市各部：市各部執務場所 

業務継続計画に基

づき代替場所を設

置する。 

情報集約拠点 
＜資料編５－２＞に記

載 
－ 

プレスセンター 市庁舎３階記者クラブ － 

記者会見場 市庁舎３階庁議室 － 

避難 

指定緊急避難場所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－１＞ に

記載 

－ 

指定避難所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－１＞ に

記載 

－ 

自主避難所 
＜資料編２－５＞ に

記載 
－ 

本部長は、市域及び周辺市町村の被災状況等を鑑みて、災害対

策本部が実施する災害応急活動の拠点場所を以下のとおり設置す

る。 

■災害対応拠点設置予定場所 

種 類 設置場所 備 考 

本部 

災害対策本部 

災害対策本部室：市庁

舎３階庁議室 

事務局：市庁舎 401・

402 会議室 

市各部：市各部執務場所 

業務継続計画に基

づき代替場所を設

置する。災害対策

本部・事務局につ

いては、災害の規

模に応じて大会議

室への設置も考慮

する。 

情報集約拠点 
＜資料編５－２＞に記

載 
－ 

プレスセンター 市庁舎３階記者クラブ － 

記者会見場 市庁舎３階庁議室 － 

避難 

指定緊急避難場所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－１＞ に

記載 

－ 

指定避難所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－１＞ に

記載 

－ 

早期開設避難所 
＜資料編２－５＞ に

記載 
－ 
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現行 改正案 

＜資料編７－１＞ に

記載 

福祉避難所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－２＞ に

記載 

市の管理する公共

施設、協定締結施

設等に設置する。 

帰宅困

難者支

援 

一時滞在

施設 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－３＞ に

記載 

－ 

帰宅困難

要配慮者

支援施設 

＜資料編２－５＞ に

記載 
協定締結施設に設

置する。 

活動 

部隊 

消防・

警察・

自衛隊

集結地 

消防 北羽鳥多目的広場 － 

自衛隊 大谷津運動公園 － 

警察 北羽鳥多目的広場 － 

相互応援市町村の

詰所 
もりんぴあこうづ － 

臨時ヘリポート 
＜資料編８－４＞ に

記載 

市指定の施設に設

置する。 

医療 

救護 

救護本部 保健福祉館 － 

応急救護所 指定避難所 － 

生

活・

ライ

フラ

イン 

食料・物資集配拠

点  

＜資料編７－４＞ に

記載 

市指定の施設に設

置する。 

給水拠点 
＜資料編７－７＞ に

記載 
 

＜資料編７－１＞ に

記載 

一次避難所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－１＞ に

記載 

－ 

二次避難所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－１＞ に

記載 

－ 

福祉避難所 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－２＞ に

記載 

市の管理する公共

施設、協定締結施

設等に設置する。 

帰宅困

難者支

援 

一時滞在

施設 

＜資料編２－５＞ に

記載 

＜資料編７－３＞ に

記載 

－ 

帰宅困難

要配慮者

支援施設 

＜資料編２－５＞ に

記載 
協定締結施設に設

置する。 

活動 

部隊 

消防・

警察・

自衛隊

集結地 

消防 北羽鳥多目的広場 － 

自衛隊 大谷津運動公園 － 

警察 北羽鳥多目的広場 － 

相互応援市町村の

詰所 
もりんぴあこうづ － 

臨時ヘリポート 
＜資料編８－４＞ に

記載 

市指定の施設に設

置する。 
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現行 改正案 

下水道対応拠点  土木部下水道課内 
代替場所は市庁舎

内会議室とする。 

災害ボランティア

センター 
保健福祉館 － 

ペットの収容所 避難所周辺で確保 － 

応急仮設住宅建設

場所 

＜資料編７－８＞ に

記載 

市指定の施設に設

置する。 

がれき等の仮置き

場 

＜資料編７－９＞ に

記載 
－ 

窓口 災害相談窓口 市民生活部 － 

調

査・

証明 

被災建築物の応急

危険度判定 

の実施 

土木部 － 

被災宅地危険度判

定の実施 
都市部 － 

住家の被害認定調

査の本部 
財政部 － 

罹災証明書発行場

所 
財政部 － 

遺体 

遺体安置所 八富成田斎場 － 

火葬場 八富成田斎場 

市の斎場で火葬で

きない場合は「千

葉県広域火葬計

画」に定めるとこ

ろによる。 

 

 

医療 

救護 

救護本部 保健福祉館 － 

応急救護所 指定避難所 － 

生

活・

ライ

フラ

イン 

食料・物資集配拠

点  

＜資料編７－４＞ に

記載 

市指定の施設に設

置する。 

給水拠点 
＜資料編７－７＞ に

記載 
 

下水道対応拠点  土木部下水道課内 
代替場所は市庁舎

内会議室とする。 

災害ボランティア

センター 
保健福祉館 － 

ペットの収容所 避難所周辺で確保 － 

応急仮設住宅建設

場所 

＜資料編７－８＞ に

記載 

市指定の施設に設

置する。 

がれき等の仮置き

場 

＜資料編７－９＞ に

記載 
－ 

窓口 災害相談窓口 市民生活部 － 

調

査・

証明 

被災建築物の応急

危険度判定 

の実施 

土木部 － 

被災宅地危険度判

定の実施 
都市部 － 

住家の被害認定調

査の本部 
財政部 － 

罹災証明書発行場

所 
財政部 － 

遺体 遺体安置所 八富成田斎場 － 
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第２節 災害救助法の適用 

２ 災害救助法の適用手続き 

   （略） 

 （３）災害救助法の対象数量及び適用期間 

災害救助法の対象数量及び期間については、特別な事情の

ある場合、特別基準の適用を申請できる。適用申請は、知事に

対して行うが、期間延長申請は救助期間内に行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 災害救助法が適用された場合の事務等 

 （１）災害救助法に関わる事務 

火葬場 八富成田斎場 

市の斎場で火葬で

きない場合は「千

葉県広域火葬計

画」に定めるとこ

ろによる。 

 

第２節 災害救助法の適用 

２ 災害救助法の適用手続き 

   （略） 

 （３）災害救助法の方法及び期間等 

災害救助法が適用された場合の応急救助方法及び期間等に

ついては、「災害救助法による救助の種類・方法・期間等」に

準ずる。 

なお、「災害救助法による救助の種類・方法・期間等」によ

る救助の適切な実施が困難な場合には、知事は、内閣総理大

臣に協議し、同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定

めることができる。 

＜資料編１２－２ 災害救助法による救助の種類・方法・

期間等＞ 

 

４ 災害救助法が適用された場合の事務等 

 （１）災害救助法に関わる事務 
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災害救助法が適用され、各種災害対応を実施した場合、担

当する市各部は災害応急活動に関わる帳簿類を整え、福祉部

に報告する。 

なお、費用の支弁対象等は、「災害救助法による救助の程

度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 29 年３月 31

日内閣府通知）」に準じて行う。 

 

第３節 情報の収集・伝達 

  ３ 災害情報等の収集 

   （略） 

 （２）被害調査の実施体制 

■調査項目と担当部署・関係機関 

調査項目 担当部署 関係機関 

死者、負傷者、 

行方不明者の状

況 

福祉部、健

康こども

部、消防本

部、消防団 

警察、自衛隊 

(公社)印旛市郡医師会等 

全壊・半壊・一

部損壊の状況 
財政部 

（一社）千葉県建築士会 

（公社）千葉県建築士事務所協

会 

全焼・半焼の状

況 
消防本部 － 

災害救助法が適用され、各種災害対応を実施した場合、担

当する市各部は災害応急活動に関わる帳簿類を整え、福祉部

に報告する。 

なお、費用の支弁対象等は、「災害救助法による救助の程

度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（令和元年 10 月 23

日内閣府告示）」に準じて行う。 

 

第３節 情報の収集・伝達 

  ３ 災害情報等の収集 

   （略） 

 （２）被害調査の実施体制 

■調査項目と担当部署・関係機関 

調査項目 担当部署 関係機関 

死者、負傷者、 

行方不明者の状

況 

福祉部、健

康こども

部、消防本

部、消防団 

警察、自衛隊 

(公社)印旛市郡医師会等 

全壊・半壊・一

部損壊の状況 
財政部 

（一社）千葉県建築士会 

（公社）千葉県建築士事務所協

会 

全焼・半焼の状

況 
消防本部 － 



13 

 

現行 改正案 

応急危険度判定 
土木部、都

市部 

（一社）千葉県建築士会 

（公社）千葉県建築士事務所協

会 

公共建物 

（官公署庁舎、

公民館等） 

財政部、市

各部（平常

時の施設管

理者） 

各官公署 

その他 

（倉庫、土蔵、

車庫等） 

関係各部

（平常時の

施設管理

者） 

－ 

農林水産業の被

害状況 
経済部 

千葉県農業事務所、成田市農業

協同組合 

商工業の被害状

況 
経済部 成田商工会議所 

文教施設・文化

財の被害状況 
教育部 － 

医療機関の被害

状況 

健康こども

部 
（公社）印旛市郡医師会等 

道路、橋梁の被

害状況 
土木部 

成田土木事務所 

千葉国道事務所 

河川、水路等の

被害状況 
土木部 成田土木事務所 

上水道施設の被

害状況 
水道部 

千葉県企業局船橋水道事務所成

田支所 

他水道事業体（県企業局を除

く） 

応急危険度判定 
土木部、都

市部 

（一社）千葉県建築士会 

（公社）千葉県建築士事務所協

会 

公共建物 

（官公署庁舎、

公民館等） 

財政部、市

各部（平常

時の施設管

理者） 

各官公署 

その他 

（倉庫、土蔵、

車庫等） 

関係各部

（平常時の

施設管理

者） 

－ 

農林水産業の被

害状況 
経済部 

千葉県農業事務所、成田市農業

協同組合 

商工業の被害状

況 
経済部 

成田商工会議所、成田市東商工

会 

文教施設・文化

財の被害状況 
教育部 － 

医療機関の被害

状況 

健康こども

部 
（公社）印旛市郡医師会等 

道路、橋梁の被

害状況 
土木部 

成田土木事務所 

千葉国道事務所 

河川、水路等の

被害状況 
土木部 成田土木事務所 

上水道施設の被

害状況 
水道部 

千葉県企業局船橋水道事務所成

田支所 

他水道事業体（県企業局を除

く） 
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下水道施設の被

害状況 
土木部 県 

ごみ処理施設等

の被害状況 
環境部 － 

し尿処理施設の

被害状況 
環境部 － 

火葬施設の被害

状況 
環境部 － 

土砂災害の被害

状況 
土木部 － 

電気、ガス、電

話、鉄道等の被

害状況 

 

東京電力パワーグリッド（株）、

東京ガス（株）、（一社）千葉県

LP ガス協会、東日本電信電話

（株）、東日本旅客鉄道（株）、

日本貨物鉄道（株）、京成電鉄

（株）、芝山鉄道（株） 

 

   （略） 

 

第７節 避難対策 

５ 避難所の運営 

避難所の運営に際しては、開設したすべての指定避難所の避

難者数などを把握したうえで、避難所としてより整備されてい

る拠点指定避難所への避難者の集約を検討する。 

下水道施設の被

害状況 
土木部 県 

ごみ処理施設等

の被害状況 
環境部 － 

し尿処理施設の

被害状況 
環境部 － 

火葬施設の被害

状況 
環境部 － 

土砂災害の被害

状況 
土木部 － 

電気、ガス、電

話、鉄道等の被

害状況 

 

東京電力パワーグリッド（株）、

東京ガス（株）、（一社）千葉県

LP ガス協会、東日本電信電話

（株）、東日本旅客鉄道（株）、

日本貨物鉄道（株）、京成電鉄

（株）、芝山鉄道（株） 

 

   （略） 

 

第７節 避難対策 

５ 避難所の運営 

避難所の運営に際しては、開設したすべての指定避難所の避

難者数などを把握したうえで、避難所としてより整備されてい

る拠点指定避難所への避難者の集約を検討する。 
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避難所の運営主体は、自治会等の地域団体及び避難者による

自主運営組織（避難所運営委員会）とし、市、関係団体及びボ

ランティアの協力のもと、避難所の円滑な運営と避難者間の融

和を図っていく。 

なお、避難所運営の詳細については、「成田市避難所運営マ

ニュアル（活動編）」を参照のこと。また、避難所での防疫・

清掃・し尿処理等については、「災害応急対策編 第１章 第９

節 防疫・清掃・廃棄物処理」を参照のこと。 

 

 

   （略） 

 

第９節 防疫・清掃・廃棄物処理 

４ 廃棄物の処理 

   （略） 

 （１）発生量の推計 

環境部は、原則として災害廃棄物対策指針（環境省）、千

葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針及び千葉県市町村災

害廃棄物処理マニュアル策定ガイドラインで定めた推計方法

によって発生量を推計し、処理体制の確立を図る。 

 

 

避難所の運営主体は、自治会等の地域団体及び避難者による

自主運営組織（避難所運営委員会）とし、市、関係団体及びボ

ランティアの協力のもと、避難所の円滑な運営と避難者間の融

和を図っていく。 

なお、避難所運営の詳細については、「成田市避難所運営マ

ニュアル（活動編）」を参照のこと。また、避難所での防疫・

清掃・し尿処理等については、「災害応急対策編 第１章 第９

節 防疫・清掃・廃棄物処理」を、新型コロナウイルス感染症

対応については、「新型コロナウイルス感染症対応の手引き」

を参照のこと。 

   （略） 

 

第９節 防疫・清掃・廃棄物処理 

４ 廃棄物の処理 

   （略） 

 （１）発生量の推計 

環境部は、原則として災害廃棄物対策指針（環境省）、千

葉県災害廃棄物処理計画及び成田市災害廃棄物処理計画で定

めた推計方法によって発生量を推計し、処理体制の確立を図

る。 
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第１３節 災害派遣・応援要請 

項  目 担  当 

１ 公共的団体及び民間

団体への協力依頼 

市各部 

２ 自衛隊の災害派遣・

受入れ 

対策本部事務局、都市部、県、自衛隊 

３ 自治体等への応援要

請 

対策本部事務局、県、指定地方行政機

関、県内市町村 

４ 消防の広域応援要請 消防本部、県、県内市町村 

５ 水道・下水道事業体

の相互応援 

水道部、土木部、県、県内市町村 

６ 緊急災害対策派遣隊 

 （TEC-FORCE）の派遣

要請 

対策本部事務局 

 

 

■対策の基本方針 

 地震等の規模と市域の被害状況に応じ、千葉県を通じて自衛

隊に災害派遣を要請し、大谷津運動公園に受入場所を設置す

る。

 地震等の規模と市域の被害状況に応じ、協定に基づいて県内

市町村、協定締結先に応援を要請する。

 応援の受入れ、情報連絡等のために、市役所に窓口を設置す

第１３節 災害派遣・応援要請 

項  目 担  当 

１ 公共的団体及び民間

団体への協力依頼 

市各部 

２ 広域応援受入 市各部、県 

３ 自衛隊の災害派遣・

受入れ 

対策本部事務局、都市部、県、自衛隊 

４ 自治体等への応援要

請 

対策本部事務局、県、指定地方行政機

関、県内市町村 

５ 消防の広域応援要

請・受入れ 

消防本部、県、県内市町村 

６ 水道・下水道事業体

の相互応援 

水道部、土木部、県、県内市町村 

７ 緊急災害対策派遣隊 

 （TEC-FORCE）の派遣

要請 

対策本部事務局 

 

■対策の基本方針 

 地震等の規模と市域の被害状況に応じ、千葉県と連携し、広

域防災拠点を開設し、消防と警察の救援部隊を受け入れる。

また、千葉県を通じて自衛隊に災害派遣を要請し、大谷津運

動公園に受入場所を設置する。

 地震等の規模と市域の被害状況に応じ、協定に基づいて県内

市町村、協定締結先に応援を要請する。
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る。 

 

 

   （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

２ 自衛隊の災害派遣・受入 

   （略） 

 

３ 自治体等への応援要請 

   （略） 

 

４ 消防の広域応援要請 

   （略） 

 

５ 水道・下水道事業体の相互応援 

   （略） 

 

 応援の受入れ、情報連絡等のために、市役所に窓口を設置す

る。 

 

   （略） 

 

２ 広域応援受け入れ 

災害時、県は、「千葉県大規模災害時応援受援計画」に基づき、

救援部隊等を受け入れる広域防災拠点を北羽鳥多目的広場に開

設する。市各部は、県の要請に基づき、開設を支援する。 

 

３ 自衛隊の災害派遣・受入 

   （略） 

 

４ 自治体等への応援要請 

   （略） 

 

５ 消防の広域応援要請 

   （略） 

 

６ 水道・下水道事業体の相互応援 

   （略） 
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６ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣要請 

   （略） 

 

第１４節 ライフライン施設等の応急対策 

８ 空港施設 

 （２）成田国際空港（株）による活動 

   イ 運行対策 

■成田国際空港（株）の運行措置 

○ 航空各社に対して、乗客等の安全誘導、航空機自体の保安

対策を要請する。 

○ 滑走路、空港設備等の点検を実施する。 

○ 成田空港事務所の航空交通管制機関との調整を図る。 

 

第１５節 保育・文教対策 

   （略） 

 

第１６節 住宅対策 

   （略） 

 

第１７節 ボランティアへの対応 

   （略） 

 

７ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣要請 

   （略） 

 

第１４節 ライフライン施設等の応急対策 

８ 空港施設 

 （２）成田国際空港（株）による活動 

   イ 運行対策 

■成田国際空港（株）の運航措置 

○ 航空各社に対して、乗客等の安全誘導、航空機自体の保安

対策を要請する。 

○ 滑走路、空港設備等の点検を実施する。 

○ 成田空港事務所の航空交通管制機関との調整を図る。 

 

第１５節 保育・文教対策 

   （略） 

 

第１６節 住宅対策 

   （略） 

 

第１７節 ボランティアへの対応 

   （略） 
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現行 改正案 

第１８節 要配慮者への対応 

   （略） 

 

第１９節 帰宅困難者等対策 

   （略） 

第１８節 要配慮者への対応 

   （略） 

 

第１９節 帰宅困難者等対策 

   （略） 

 


